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①　登録喀痰吸引等事業者の登録（介護福祉士による喀痰吸引等）に関する流れ（例）

県

養成課程で医療的ケア（50時

間の講義、演習）を実施 

実地研修を修了した行為が付

記された介護福祉士登録証を

交付 

介護福祉士登録証の付記申

請（実地研修修了行為を追加） 

実地研修修了報告 報告の受理 

介護保険法・老人福祉法等に

基づく定期監査・実地指導 

喀痰吸引等や実地研修の実

施体制を整備 

登録喀痰吸引等事業者の 

登録申請 

登録申請の審査 

（喀痰吸引等や実地研修の実

施体制を確認） 

登録喀痰吸引等事業者登録 介護福祉士に実地研修を実施 

実地研修を修了した介護福祉

士に修了証明書を発行 
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介護福祉士が業として喀痰吸

引等を実施可能 

登録喀痰吸引等事業者の変

更届を提出（従業者の追加） 

変更後10日以内 

年1回以上 

監査等を受験 

変更届の受理 

※併せて修了者管理も実施 

卒業し、国家試験に合格した

介護福祉士が就業 
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